
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

到 着 

検疫検査 

入国審査 

動物検疫 
植物検疫 

税 関 

国内へ 

 
 
 
 

品  名 数量又は価格 

酒  類 ３本（760ml／本） 

たばこ 

（日本居住者） 

紙巻たばこ   ２００本 
又は 

葉巻たばこ   ５０本 
又は 

その他のたばこ ２５０ｇ 

※外国居住者の方は、税関職員へお問い合わせください。 

香  水 ２オンス（１オンスは約 28ml） 

その他の物品 ２０万円（海外市価の合計額） 

 

●「携帯品・別送品申告書」Ａ面を記入の上、税関に提出して下さい。

なお、申告書Ａ面の質問事項で「はい」を選択された方は、Ｂ面に

も所要事項を記入の上、税関に提出してください。 

免税範囲（成年者 1人あたり） 

〔注意〕商品・商品サンプル等は上記免税範囲が適用されず、課税対象となり

ますので、申告書Ｂ面にも必要事項を記入してください。 

日本への持ち込みが禁止されている主なもの 

日本への持ち込みが制限されている主なもの 

●麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMA など

●けん銃等の銃砲、これらの銃砲弾やけん銃部品

●わいせつ雑誌・わいせつＤＶＤ、児童ポルノなど

●偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品

●猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類 

●ワシントン条約により輸入が制限されている動植物及

びその製品（ﾜﾆ・ﾍﾋﾞ・ﾘｸｶﾞﾒ・象牙・じゃ香・ｻﾎﾞﾃﾝ等）

●事前に検疫確認が必要な生きた動植物、肉製品（ｿｰｾｰ

ｼﾞ・ｼﾞｬｰｷｰ類を含む。）、野菜、果物、米など

●医薬品、化粧品など（数量に限度があります。）

日本への入国手続き 

税関で確認が必要な事項です

ので、必ず記入してください 

●紙幣、貨幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品 ●ダイナマイトなどの爆発物や火薬、化学兵器の原材料

 


